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平成27年度狂犬病予防集合注射の日程
　平成27年度狂犬病予防集合注射を下記の日程のとおり実施します。
※今年度も双葉郡内の他町村での集合注射会場で注射できますので、お近くの会場へお越しください。
※ 町外の他町村の仮設住宅などでは注射後、注射済証明書が発行されますので、そちらを広野町役場に持参していただき、注

射済票と交換してください。（※狂犬病予防注射済票交付手数料　550円）

１　実施日時および場所

４月10日（金） ４月20日（月） ４月24日（金）
広野町内 いわき市内２ 本宮市内

時　間 場　　　　　所 時　間 場　　　　　所 時　間 場　　　　　所
 9:30～ 9:45 坂本好彦宅前空き地 広野  9:00～ 9:30 南 台 応 急 仮 設 住 宅 双葉  9:00～ 9:10 恵向公園応急仮設住宅 浪江
 9:50～10:05 正 木 内 地 区 集 会 所 広野 10:20～10:30 常磐銭田応急仮設住宅 葉  9:30～ 9:45 高木公園応急仮設住宅 浪江
10:10～10:20 折 木 地 区 集 会 所 広野 10:45～11:15 渡辺昼野応急仮設住宅 大熊 10:10～10:30 石神第一応急仮設住宅 浪江
10:25～10:35 北沢停留所付近三叉路 広野 11:35～12:05 泉玉露応急仮設住宅 富岡
10:40～10:50 南 沢 地 区 集 会 所 広野 13:30～14:00 小名浜上神白応急仮設住宅 大熊 二本松市内
10:55～11:10 亀 ヶ 崎 地 区 集 会 所 広野 14:20～14:40 林城八反田応急仮設住宅 葉 時　間 場　　　　　所
11:15～11:25 東 下 地 区 集 会 所 広野 14:50～15:20 鹿島町下矢田応急仮設住宅 大熊 11:20～11:50 浪江町二本松事務所駐車場 浪江
13:00～13:15 役 場 前 駐 車 場 広野
13:20～13:30 浜 田 地 区 集 会 所 広野 ４月21日（火） ４月24日（金）
13:35～13:50 下 北 迫 地 区 集 会 所 広野 郡山市内 川内村内
13:55～14:10 二ツ沼総合公園野外ステージ付近 広野 時　間 場　　　　　所 時　間 場　　　　　所
14:15～14:30 広洋台２丁目地内（調整池隣） 広野  9:00～ 9:20 緑ヶ丘応急仮設住宅 富岡  9:00～ 9:30 第 １ 区 集 会 所 前 川内
14:35～14:45 上 北 迫 地 区 集 会 所 広野  9:50～10:20 南一丁目応急仮設住宅 富岡･川内  9:40～10:00 第 ２ 区 集 会 所 前 川内
14:50～15:00 田 の 神 地 区 集 会 所 広野 10:50～11:00 富田町稲川原応急仮設住宅 川内 10:10～10:30 第 ３ 区 集 会 所 前 川内
15:05～15:15 二 本 椚 地 区 集 会 所 広野 11:05～11:45 富田町若宮前応急仮設住宅 富岡･川内･双葉 10:40～10:55 第 ４ 区 集 会 所 前 川内

13:15～13:30 喜久田応急仮設住宅 双葉 11:15～11:40 第 ５ 区 集 会 所 前 川内
４月11日（土） 13:50～14:05 日和田応急仮設住宅 双葉 11:45～12:00 第 ６ 区 集 会 所 前 川内
広野町内 13:00～13:15 手 古 岡 集 会 所 前 川内

時　間 場　　　　　所 大玉村内 13:25～13:40 第 ７ 区 集 会 所 前 川内
 9:30～ 9:45 築 地 ヶ 丘 公 園 前 広野 時　間 場　　　　　所 14:00～14:10 第８区集会所前（予定） 川内
 9:50～10:00 下浅見川地区集会所 広野 14:45～15:05 大玉村安達太良応急仮設住宅 富岡 14:20～14:30 五枚沢集会所前（予定） 川内
10:05～10:15 桜田地区（金村組付近） 広野
10:20～10:30 大 谷 内 消 防 屯 所 広野 白河市内 ４月25日（土）
10:35～10:45 長 畑 地 区 集 会 所 広野 時　間 場　　　　　所 川内村内
11:00～11:25 小 松 地 区 集 会 所 広野 15:30～15:45 郭 内 応 急 仮 設 住 宅 双葉 時　間 場　　　　　所
11:40～11:50 箒 平 地 区 集 会 所 広野 9:00～11:00 川 内 村 役 場 玄 関 前 川内
13:00～14:30 役 場 前 駐 車 場 広野 ４月22日（水）

福島市内 ５月11日（月）
４月17日（金） 時　間 場　　　　　所 三春町内
会津若松市内  9:00～ 9:10 しのぶ台応急仮設住宅 浪江 時　間 場　　　　　所

時　間 場　　　　　所  9:20～ 9:30 さくら応急仮設住宅 双葉  9:00～ 9:20 旧中郷小学校応急仮設住宅 葛尾
 8:30～ 8:40 松長近隣公園応急仮設住宅 大熊 10:00～10:30 笹谷東部応急仮設住宅 浪江  9:25～ 9:35 柴原萩久保応急仮設住宅 富岡
 8:50～ 9:00 一箕町長原地区応急仮設住宅 大熊 10:50～11:05 北幹線第一応急仮設住宅 浪江  9:45～10:00 狐 田 応 急 仮 設 住 宅 葛尾
 9:30～ 9:40 扇町１号公園応急仮設住宅 大熊 11:05～11:15 北幹線第二応急仮設住宅 双葉 10:10～10:20 もみじ山応急仮設住宅 富岡
10:00～10:10 東部公園応急仮設住宅 大熊 10:30～10:40 西方浮貝応急仮設住宅 葛尾
10:30～10:40 第二中学校西応急仮設住宅 大熊 南相馬市内 10:45～11:00 斎藤里内応急仮設住宅 葛尾
11:30～11:40 亀公園応急仮設住宅 大熊 時　間 場　　　　　所 11:05～11:15 中妻分館前応急仮設住宅 葛尾
13:00～13:30 会津美里町宮里応急仮設住宅 葉 14:30～14:50 八方内応急仮設住宅 浪江 11:20～11:30 鷹巣瀬山応急仮設住宅 葛尾
14:20～14:30 河東学園応急仮設住宅 大熊 11:35～12:05 貝 山 応 急 仮 設 住 宅 葛尾
15:10～15:30 大熊町役場会津若松出張所 大熊 ４月23日（木） 13:30～13:40 熊 耳 応 急 仮 設 住 宅 富岡

二本松市内 14:00～14:10 平 沢 応 急 仮 設 住 宅 富岡
４月20日（月） 時　間 場　　　　　所
いわき市内１  8:30～ 8:45 杉田農村応急仮設住宅 浪江

時　間 場　　　　　所  9:05～ 9:20 杉内多目的運動広場応急仮設住宅 浪江
 9:00～10:00 大熊町役場いわき連絡事務所 大熊  9:35～ 9:40 建設技術学院跡応急仮設住宅 浪江
10:10～10:40 好 間 応 急 仮 設 住 宅 富岡  9:50～10:05 安達運動場応急仮設住宅 浪江
11:10～11:25 内郷白水応急仮設住宅 葉 10:15～10:25 塩沢農村広場応急仮設住宅 浪江
11:45～12:05 上荒川応急仮設住宅 葉 10:35～10:45 郭内公園応急仮設住宅 浪江
13:30～13:40 四倉町細谷応急仮設住宅 葉 10:55～11:05 岳下住民センター応急仮設住宅 浪江
14:00～14:20 下高久応急仮設住宅 富岡
14:40～15:40 高久第８応急仮設住宅 葉 桑折町内

時　間 場　　　　　所
13:30～13:50 桑 折 駅 前 浪江

２　費　用
◇登録と注射の場合　　　　　　　　　 ６，２００円 

　≪内訳≫畜犬登録手数料　　　　　　 ３，０００円

　　　　　狂犬病予防注射代　　　　　 ２，６５０円

　　　　　狂犬病予防注射済票交付手数料　５５０円

◇注射のみの場合　　　　　　　　　 　３，２００円 

　≪内訳≫狂犬病予防注射代　　　　　 ２，６５０円

　　　　　狂犬病予防注射済票交付手数料　５５０円

◇注射済票交付のみの場合

　（動物病院で注射済みの場合）　　　　　　５５０円

３　その他
○ 犬を飼ったら登録と年１回の狂犬病予防注射を受けさせましょう。

○犬の登録は、町内の会場のみとなります。

○狂犬病予防注射の対象となる犬は、生後91日以上の犬です。

○ 犬の死亡や犬の所在地、所有者の氏名および住所など、登録した事項に変更があった場合は、届け出が必要です。

○ 登録済みの犬については、はがきで個別通知しますので、記載事項に誤りがないか確認し、注射実施日には忘

れずにはがきを持参してください。

○状況により、実施時間が遅れる場合がありますので、ご了承ください。

○上記期間内であれば、どの場所でも予防注射を受けられます。

○ 今年度は、個別通知のはがきを持参すれば、表の郡内各町村で実施する定期集合予防注射で受けられます。

◇犬の苦情や咬傷（こうしょう）事故は飼い主の責任です。正しい飼い方を守りましょう。

※ 当日は大変混み合い犬同士のけんかもありますので、犬を連れてきたら所定の場所で一時待機してください。

役場職員が手続きをしに飼い主のところへ行きます。

犬や猫も家族の一員です
～ 最後まで 愛情をもって 飼いましょう ～

登録と狂犬病の予防注射はお済みですか？

　犬を飼ったら登録しましょう。犬の飼い主は毎年１回の狂犬病予防注射を受けさせ

ましょう。

「しつけ」をしていますか？

　深夜や早朝の「無駄ぼえ」はご近所に大変迷惑となります。犬に対して「しつけ」

をすることは、人と犬が共生する上で大切なことです。相双保健福祉事務所では「飼

い犬のしつけ方教室」を実施しています。

 問  相双保健福祉事務所　☎0244-26-1358

ふんの後始末はしてますか？

　飼い犬のふんの処理に対する苦情が多くなっております。散歩の際には、ビニール

袋を持参するなど、飼い主が責任をもって持ち帰りましょう。

猫の「室内飼い」をすすめています！

　最近、猫の放し飼いによるふんや尿に対する被害が多く寄せられております。周辺

の生活環境に応じた適切な飼い方で、猫を飼っていない家庭に迷惑をかけないように

しましょう。

　また感染症・交通事故の防止のため、猫の「屋内飼い」をお願いします。

野良猫にはエサを与えないようにしましょう。

　野良猫にエサを与えると近くで排せつします。

猫のふんや尿は、とても臭いが強いものです。公

共の場所や他人の敷地内、駐車場などで排せつす

ると、迷惑になります。

 問  環境防災課　生活環境係

 　☎0240-27-2114


